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報告徴収内容 

 

１．本件の収束に向けた対策及びその効果としての遅延件数の推移に関すること  

※全体のスケジュール及び体制を具体的に記載すること。  

※システム不具合に係る対策については、発生原因パターンごとに対策を記載するこ

と。  

※対策の効果としての遅延件数の推移については、需要データ・発電データ、特別高

圧・高圧・低圧、東京電力エナジーパートナー株式会社とその他小売電気事業者ごと

に報告すること。  

 （平成 28 年 6 月 8 日報告済） 

  

２．小売電気事業者、電気の使用者及び発電を行う事業者に対するこれまでの対応に関

すること  

・今回の問題により、影響を受けている小売電気事業者、電気の使用者及び発電を行う

事業者に対して生じている影響と、当該影響に対する認識  ※例えば、小売電気事業

者等の財務への影響などの直接的な影響、電気の使用者から小売電気事業者に対する

信用などの間接的な影響等、個別具体的に記載すること。  

・当該影響に対する認識に基づき、貴社として行ってきた対応  

※時系列で対応を具体的に記載すること（特に事業者への周知、問合せ対応状況、料

金精算対応状況など）。  

  ※社内で対応部署を特定している場合には、当該部署も含めた管理体制を記載するこ

と。  

 （平成 28 年 6 月 8 日報告済） 

 

３．小売電気事業者、電気の使用者及び発電を行う事業者に対する今後の対応に関する

こと  

・通知遅延が継続している現状において、今後想定しうる影響及び当該影響に対する対

処方針  

※例えば、小売電気事業者から電気の使用者への電気料金の複数月の一括請求、小売

電気事業者の倒産等に対する影響等、個別具体的に記載すること。  

（平成 28 年 6 月 8 日報告済） 

  

４．システム不具合解消に向けた取組に関すること  

・平成２８年５月２０日付け２０１６０５２０資第１号による報告徴収への回答におい

て記載のあった検針データ連けいの不具合の詳細  

※体制及び原因究明の状況について具体的に記載すること。  

※解消の見込みについてもできるだけ具体的に記載すること。  

※その他不具合の新たな原因が判明した場合には、その点についても記載すること。 
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○需要データ未通知解消に向けた状況 

 6 月 7 日時点 

（対象検針日 4月 4 日～6月 2 日分）（未通知/対象件数 遅延割合%） 

 特別高圧 高圧 低圧 

東京電力エナジーパ

ートナー株式会社*1 

20/157

12.7%

110/8,143

1.4%

9,084/320,103

2.8%

その他小売電気事業

者*2 

153/1,591

9.6%

1,510/112,379

1.3%

8,853/370,649

2.4%

上記の他、当月検針日以降に、検針日以前に遡って異動申込みがあった場合で

未通知のものが 2,135 件あり。 

 

6 月 16 日時点 

（対象検針日 4月 4 日～6月 13 日分）（未通知/対象件数 遅延割合%） 

 特別高圧 高圧 低圧 

東京電力エナジーパ

ートナー株式会社*1 

4/157

2.5%

19/8,143

0.2%

9,857/515,447

1.9%

その他小売電気事業

者*2 

26/1,591

1.6%

324/113,176

0.3%

10,955/540,648

2.0%

上記の他、当月検針日以降に、検針日以前に遡って異動申込みがあった場合で

未通知のものが 854 件あり。 
*1 託送業務システム管理分のみ 

*2 本報告における「小売電気事業者」とは、託送供給等約款における「契約者」を指す 
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○上記対策を踏まえた今後の見通しについて 

・ 目標処理日数である 4営業日（需要データ）・5 営業日（発電データ）までの通

知は、現在のシステム処理と人手による業務応動プロセスの組み合わせでは達

成が困難。 

・ 現時点で、人手で対応している業務へのサポートとして、原因箇所の特定の効

率化や使用量データの登録・補完を自動化するための下記システム機能を 7 月

末を目途に構築予定。 

 未通知原因箇所を特定する機能の改良【（１）】 

 欠測データなどの自動再検針・補完機能【（２）（ｃ）】 

 検針値管理から託送・料金への検針データ自動再連けい機能【（２）（ｄ）】 

 ※【 】内は、前述の【対策②】に対応 

・ これにより、暫定的に 7 営業日までの通知を目標に業務を遂行。 

・ 上記に加え、スマートメーター設置が正常化する予定の 9 月以降に、当該業務

評価を踏まえて、上記通知目標の更なる短縮を目指していきたい。 

 

 

以上 


